
申申し込み　問問い合わせ

体
育
施
設
の
利
用
調
整
会
議
開
催

　

来
年
度
の
体
育
施
設
利
用
調
整
会

議
を
開
催
し
ま
す
。
次
の
施
設
で
大

会
の
開
催
を
予
定
し
て
い
る
利
用
希

望
団
体
は
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
施
設
・
日
時
＝
12
月
21
日
㈯

〈
❶
宮
城
体
育
館
〉
10
時
〈
❷
Ｇ
ス

ポ
ー
ツ
大
胡
体
育
館
〉
11
時
30
分

〈
❸
ロ
ー
ド
宮
城
総
合
運
動
場
多
目

的
広
場
・
陸
上
競
技
場
・
千
本
桜
野

球
場
・
粕
川
西
部
運
動
場
〉
13
時

会
場
＝
宮
城
体
育
館

申
込
書
の
配
布
＝
❶
❸
は
宮
城
体
育

館
❷
は
大
野
工
業
大
胡
総
合
運
動
公

園
、
Ｇ
ス
ポ
ー
ツ
大
胡
体
育
館
で
。

各
施
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
11
月
８
日
㈮
〜
29
日
㈮
に
申
込
書

に
記
入
し
、❶
❸
は
宮
城
体
育
館（
☎

０
２
７
‐
２
８
３
‐
８
７
３
５
）
❷

は
大
野
工
業
大
胡
総
合
運
動
公
園
（
☎

０
２
７
‐
２
３
０
‐
４
０
５
５
）
へ

直
接住

宅
火
災
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

11
月
９
日
㈯
か
ら
15
日
㈮
ま
で
秋

の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
。
大
切
な

命
と
財
産
を
守
る
た
め
の
６
つ
の
ポ

イ
ン
ト
を
実
践
し
、
住
宅
火
災
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。
❶
寝
た
ば
こ
を
し
な

い
❷
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
す
❸
ガ
ス
こ
ん
ろ
か
ら
離
れ

る
と
き
は
火
を
消
す
❹
住
宅
用
火
災

警
報
器
や
消
火
器
を
設
置
す
る
❺
防

炎
品
を
使
用
す
る
❻
高
齢
者
や
体
の

不
自
由
な
人
の
た
め
に
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る
。

●
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
を

　

全
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
防
災
用
品
を
取
り
扱
う
販
売
店

や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
購
入
で
き
ま

す
。
ま
た
、
電
池
切
れ
が
起
こ
る
可

能
性
が
あ
る
た
め
、
半
年
に
１
回
を

目
安
に
作
動
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
放
火
を
防
止
す
る
た
め
に

　

放
火
に
よ
る
火
災
を
防
ぐ
た
め
、

次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
❶
家

の
周
り
は
明
る
く
し
て
燃
え
や
す
い

も
の
を
置
か
な
い
❷
物
置
な
ど
に
は

鍵
を
掛
け
る
❸
郵
便
受
け
に
郵
便
物

を
た
め
な
い
❹
ご
み
は
指
定
さ
れ
た

日
時
に
出
す
❺
地
域
で
放
火
防
止
に

取
り
組
む
。

●
防
火
ポ
ス
タ
ー
作
品
展
示

　

小
中
学
生
が
描
い
た
防
火
ポ
ス
タ

ー
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
賞
作
品
を
展
示

し
ま
す
。

期
日
＝
11
月
17
日
㈰
ま
で

会
場
＝
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
前
橋
（
文

京
町
二
丁
目
）

問
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
７

納
税
管
理
人
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

　

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
市

内
に
居
所
、
事
務
所
な
ど
を
持
た
な

い
場
合
や
、
市
外
・
海
外
へ
転
出
し

た
場
合
に
は
、
納
税
管
理
人
を
申
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
納
税
管
理

人
と
は
、
納
税
義
務
者
に
代
わ
っ
て

納
税
通
知
書
の
受
領
や
納
税
に
関
す

る
手
続
き
を
行
う
個
人
や
法
人
で
す
。

申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
市

役
所
資
産
税
課
、
大
胡
・
宮
城
・
粕

川
・
富
士
見
支
所
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
６

未
登
記
家
屋
は
名
義
変
更
確
認
を

　　

登
記
し
て
い
な
い
家
屋
を
相
続
か

売
買
し
た
場
合
は
、
市
役
所
資
産
税

課
で
未
登
記
家
屋
所
有
者
の
変
更
手

続
き
を
。
登
記
し
て
あ
る
家
屋
は
、

法
務
局
で
変
更
登
記
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
９

市
有
地
を
売
り
払
い
ま
す

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
で
売
却

し
ま
す
。
土
地
は
天
川
大
島
町
１
０

９
１
番
31
。
参
加
に
は
事
前
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
売
払
い

案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

入
札
日
＝
11
月
18
日
㈪

会
場
＝
市
役
所

案
内
の
配
付
＝
市
役
所
産
業
政
策
課
、

各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
11
月
11
日
㈪
ま
で
に
同
課
（
☎
０

２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
４
）
へ
直
接

保
守
点
検
で
体
育
館
が
休
館
に

　

Ｇ
ス
ポ
ー
ツ
大
胡
体
育
館
は
11
月

25
日
㈪
、
定
期
清
掃
な
ど
を
行
う
た

め
休
館
し
ま
す
。

問
大
野
工
業
大
胡
総
合
運
動
公
園

☎
０
２
７
‐
２
３
０
‐
４
０
５
５

女
性
の
人
権
侵
害
な
く
す
た
め
に

　
11
月
12
日
㈫
か
ら
25
日
㈪
ま
で
は
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

期
間
。
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、

性
犯
罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買

民
生
委
員
、児
童
委
員
な
ど
へ
連
絡
、

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
連
絡
は
匿
名

で
も
で
き
ま
す
。
連
絡
者
や
連
絡
内

容
に
関
す
る
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

相
談
先
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
子

育
て
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
２
、

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
１
８
９

犯
罪
被
害
者
支
援
活
動
に
理
解
を

　

警
察
や
市
で
は
、
犯
罪
被
害
に
遭

い
苦
し
ん
で
い
る
被
害
者
や
遺
族
へ

の
支
援
活
動
を
、
民
間
団
体
と
連
携

し
て
実
施
。
こ
の
被
害
者
支
援
に
つ

い
て
の
資
料
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

日
時
＝
11
月
13
日
㈬
・
14
日
㈭
、
９

時
〜
16
時

会
場
＝
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー

問
防
災
危
機
管
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
３
９

旧
姓
記
載
が
で
き
る
よ
う
に

　

11
月
５
日
㈫
か
ら
、
住
民
票
や
個

人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
へ
の
旧
姓
（
旧

氏
）
記
載
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
記
載
を
希
望
す
る
場
合
は
市
役

所
市
民
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
の
際
に
は
旧
姓
が
記
載
さ
れ
た

戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
書
類
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
２
２

春
、人
身
取
引
や
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
は
、

女
性
の
人
権
侵
害
で
あ
り
決
し
て
許

さ
れ
な
い
行
為
で
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｄ
Ｖ
電
話
相
談
＝
☎
０
２
７
‐
８
９

８
‐
６
５
２
４

女
性
の
人
権
の
悩
み
相
談
し
て

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、

ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
女
性
の
人
権
に
関

す
る
悩
み
事
の
電
話
相
談
を
行
い
ま

す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

日
時
＝
11
月
18
日
㈪
〜
24
日
㈰
、
８

時
30
分
〜
19
時
（
土
日
曜
は
10
時
〜

17
時
）

専
用
電
話
番
号
＝
０
５
７
０
‐
０
７

０
‐
８
１
０

問
前
橋
地
方
法
務
局

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
４
６
６

児
童
虐
待
に
気
付
い
た
ら
連
絡
を

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
。

身
体
的
・
性
的
・
心
理
的
に
傷
つ
け

た
り
、
ネ
グ
レ
ク
ト
（
養
育
放
棄
）

し
た
り
す
る
児
童
虐
待
は
重
大
な
人

権
侵
害
で
す
。
虐
待
を
受
け
て
い
る

と
思
わ
れ
る
子
ど
も
が
周
り
に
い
た

ら
、
迷
わ
ず
次
の
相
談
先
や
地
域
の

く
ら
し
の
情
報

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー　
　
　
　
10
時
〜
19
時

窓 口
業務時間

お
知
ら
せ

市長選挙と市議会議員補欠選挙
日程が決定しました

11月21日㈭は
コンビニ証明交付が休止に

見やすく分かりやすく
通知書などのデザインが変更

　前橋市長選挙と前橋市議会議員補欠
選挙の日程が決まりました。
告示日＝来年２月２日㈰
投票日＝来年２月９日㈰
問 選挙管理委員会事務局
☎027-898-6742

　システムメンテナンスのため、
11月21日㈭はコンビニ交付サービ
スを停止します。詳しくは本市ホー
ムページをご覧ください。
問 市民課
☎027-898-6114

　納税通知書など一部の通知書
を変更。文字の大きさや色弱者
に配慮したデザインに見直しま
した。また、経費削減と業務効
率化を目指し、通知書の規格を
変更。納税通知書などはＡ４サ
イズに。封筒は税料目に関わら
ず白を基調としたものに変更し
ます。
問 情報政策課
☎027-898-5880

防火ポスター最優秀作品
共愛学園中２年　
狩野智香さん

誰にでも見やすいデザインに見直しました
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